
【留意事項】

増加 減少 内訳変更

あらかじめ。減少の場

合は3か月前
あらかじめ ３か月前 ３か月前

● ● ● ●

● ● ●

（９ 運営規程） （９ 運営規程） （９ 運営規程）

● ●

● ●

● ● ● ●

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

※利用定員の減少又は内訳変更については、別途取扱要領に基づき、遅くとも利用定員を変更しようとする日の

　前年度８月末までに市との協議開始が必要です。

変更届出事項早見表（幼保連携型以外の認定こども園）

１．認可定員、利用定員を変更する場合
変更事項 認可定員

利用定員

●：指定様式　〇：任意様式

提出期限

※以下提出書類一覧では、基本的な提出書類を示しています。変更の内容等により不要な書類や追加で書類の提出を求める場合があります。

　 また、その他変更事項がある場合は幼保こども園課までお問い合わせください。

※図面や運営規程等、「新旧」と表示のあるものについては、変更箇所を表示（マーカー、赤線等）してください。

※施設を廃止（休止）する場合又は確認を辞退する場合は、あらかじめ市と協議が必要ですので、事前に担当課へご連絡ください。

※運営規程の変更のうち開所時間等（開所時間、延長保育・保育標準時間等）に関する変更は、市との協議や

　 利用予定者への周知等の時間を確保するため、遅くとも変更の６か月前までに担当課までご一報ください。

施設の図面（平面図）

添

付

書

類

提

出

書

類

利用定員増加申請書

利用定員減少届出書

変更調書（職員配置）（認定こども園用）

勤務体制及び勤務形態等がわかる書類

理事会等の議事録の写し

運営規程（新旧）

認定こども園変更届出書

特定教育・保育施設等確認変更届出書

（届出書における変更項目を記載）
様

式



施設名称
施設所在地
(住居表示)

施設所在地
（移転）

設備※１

(用地の拡大又は減少、

建物の増築等の場合)

あらかじめ あらかじめ あらかじめ 変更後１０日以内

● ● ●

● ● ● ●

(１ 施設又は事業所の

名称、6 定款・寄付行

為、９ 運営規程)

(2 教育・保育施設又は

事業所の所在地、６　定

款・寄付行為、９ 運営

規程)

(2 教育・保育施設又は

事業所の所在地、６　定

款・寄附行為、９ 運営

規程)

(7 建物又は・・・設備の

概要、６　定款・寄附行

為)

● ●

〇

〇 〇 〇

○【変更の場合添付】 〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

　  ●※３ 　　●※３ 　　●※３

● ● ● ●

● ● ●

※２：移転又は設備の変更に際し、定員を変更する場合は、「１．認可定員、利用定員を変更する場合」の手続きも必要です。

※３：施設の認定や廃止等によりその数に変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合にのみ届け出てください。

※１：届け出た図面に変更が生じた場合すべてを含みます。また、補助事業により取得した財産を処分しようとする場合は、事前に承認手続きが必要です。

検査済証の写し

建築確認申請書及び建築確認済証の写し

住居表示変更通知書の写し

特定給食施設変更届出書の写し

消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の写

し

防火対象物使用開始届出書の写し

一時預かり事業変更届出書
（一時預かり事業を実施している場合）

業務管理体制の整備に関する事項の届出書
（確認を受けている全ての施設・事業所が奈良市内にのみ所

在する場合）

（届出書における変更項目を記載）

変更事項

提出期限

提

出

書

類

様

式

添

付

書

類

認定こども園変更届出書

特定教育・保育施設等確認変更届出書

施設の図面（新旧）

（位置図、配置図、平面図、立面図）

土地及び建物の全部事項証明書

（写しの場合は要原本証明）

室別面積表

変更調書（施設設備等）（認定こども園用）

運営規程（新旧）

理事会等の議事録の写し

定款、寄附行為（新旧）

売買契約書又は賃貸借契約書の写し

その他の

手続き
※2

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書
（特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている場合）

２．施設名称、所在地及び設備を変更する場合



代表者 法人名称※ 法人所在地 役員 管理者（施設長）

あらかじめ あらかじめ あらかじめ 変更後１０日以内 あらかじめ

● ● ● ●

● ● ● ● ●

（５ 代表者の氏名・生

年月日及び住所)

（３ 設置者の名称、６

定款・寄付行為、９　運

営規程)

（４ 主たる事務所の所

在地、６　定款・寄付行

為)

（11 役員の氏名・生年

月日及び住所)

（８ 管理者の氏名・生

年月日及び住所)

〇 〇 〇 〇

〇 〇

●

●【必要に応じて添付】

● ● ●

● ● ●

〇

〇 〇

〇

●【必要に応じて添付】 ●【必要に応じて添付】 ●【必要に応じて添付】 ●【必要に応じて添付】

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

添

付
誓約書（特定子ども・子育て支援施設等） ● ● ●

定款又は寄附行為 運営規程
口座情報

（口座人名義・

口座人住所の変更）

子育て支援事業

変更後１０日以内 あらかじめ 変更後１０日以内 あらかじめ

● ●

● ● ●

（６ 定款、寄附行為) （９ 運営規程)
（10 施設型給付費の

請求に関する事項)

〇

〇

●

〇

●

●

その他の

手続き 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書
（特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている場合）

提

出

書

類
添

付

書

類

一時預かり事業変更届出書
（一時預かり事業を実施している場合）

（届出書における変更項目を記載）

特定教育・保育施設等確認変更届出書

認定こども園変更届出書

相手方登録申請書

運営規程（新旧）

定款・寄附行為（新旧）

様

式

子育て支援事業の内容が分かる書類（パンフレット

等）

理事会等の議事録の写し

定款・寄附行為（新旧）

一時預かり事業変更届出書
（一時預かり事業を実施している場合）

業務管理体制の整備に関する事項の届出書
（確認を受けている全ての施設・事業所が奈良市内にのみ所

在する場合）

運営規程（新旧）

役員一覧（新旧）

法人の登記事項証明書（新）

誓約書（特定教育・保育施設）

園長研修受講修了書

３．法人関係（代表者、名称、所在地、役員）又は施設の管理者を変更する場合

相手方登録申請書

提

出

書

類 添

付

書

類

※設置者の名称変更は、設置運営法人の「商号変更」に限ります。事業譲渡等により設置法人が変更される場合は、変更届では対応できませんので、新たに認可及び確

認申請の手続きが必要です。

４．上記以外の定款、運営規程、口座情報又は子育て支援事業を変更する場合

変更事項

認定こども園変更届出書

（届出書における変更項目を記載）

特定教育・保育施設等確認変更届出書

変更事項

提出期限

様

式

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書
（特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている場合）

その他の

手続き

資格証・免許状の写し

提出期限

後任者の経歴書、辞令等の写し


